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   筑波大学学生居住施設規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この法人規程は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」

という。）第６５条第２項及び筑波大学大学院学則（平成１６年法人規則第１１号。以下「大学

院学則」という。）第７１条第２項の規定に基づき、学生居住施設（以下「学生宿舎」という。）

の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （管理及び運営の基本） 

第２条 学生宿舎は、学生に良好な勉学の環境を提供し、自律的な市民生活を体験させるととも

に、異文化交流を通じた国際性の日常化によりグローバル人材の育成に資することを管理及び

運営の基本とする。 

 

 （学生宿舎の分類） 

第３条 学生宿舎は用途に応じて、単身用宿舎、世帯用宿舎、短期留学・ショートステイ用宿舎

及びグローバルヴィレッジに分類する。 

 

 （運営） 

第４条 学生宿舎の運営業務は、法人等に委託して行わせるものとする。 

 

 （入居又は使用の資格） 

第５条 学生宿舎に入居できる者は、次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 筑波大学の学生（ただし、世帯用である学生宿舎に入居できる者は、その家族を同居させ

る必要がある者に限る。） 

 (2) その他学長が特に必要と認める者 

２ 前項第１号ただし書の家族の範囲は、学生生活を担当する副学長が定める。 

 

 （臨時使用） 

第６条 学生宿舎は、居室に余裕のあるときは、次の各号に掲げる者について、臨時に使用させ



ることができる。 

 (1) 国立大学法人筑波大学が主催し、又は後援する公開講座、研修等の参加者 

 (2) その他学長が特に必要と認める者 

 

 （入居願等） 

第７条 学生宿舎に入居を希望する者又は居室を臨時に使用しようとする者は、それぞれ所定の

学生宿舎入居願又は学生宿舎臨時使用願に必要書類を添えて、学長に願い出るものとする。 

 

 （選考） 

第８条 学生宿舎に入居をする者の選考は、学生生活を担当する副学長が定める選考基準により

法人等が行う。 

 

 （入居又は使用の許可） 

第９条 入居の許可は、前条の選考の結果に基づき、学長が行う。 

２ 臨時の使用の許可は、学長が行う。 

 

 （入居手続） 

第１０条 入居の許可を受けた者（以下「入居者」という。）は、所定の期日までに、所定の入居

手続を経て、入居しなければならない。 

 

 （入居又は使用の許可の取消し） 

第１１条 入居者が理由なく入居の手続を怠り、又は指定された期日までに入居しないときは、

入居の許可を取り消すことができる。 

２ 学生宿舎の運営上特別の必要が生じたときは、臨時の使用を許可された者（以下「臨時使用

者」という。）が使用の途中であっても、当該使用許可を取り消すことができる。 

 

 （入居又は使用の許可期間） 

第１２条 学生宿舎の入居許可期間は、次のとおりとする。 

 (1) 単身宿舎及び世帯用宿舎 ４月１日から翌年３月３１日まで 

 (2) 短期留学・ショートステイ用宿舎 修学上必要と認められる期間 

 (3) グローバルヴィレッジ ４月１日から翌々年３月３１日まで 

２ 居室の臨時の使用許可期間は、７日以内とする。ただし、必要がある場合は、学長は当該期

間を延長することができる。 

 

 （使用料等の納付） 

第１３条 第５条第１項第２号の資格により学生宿舎に入居する者は、学群学則第６６条及び大

学院学則第７２条に規定する寄宿料に相当する額の使用料を納付しなければならない。 

２ 臨時使用者は、次の表に定める使用料及び法人等が定める寝具代を、所定の期日までに納付

しなければならない。 



 

３ 納付された使用料及び寝具代は、返付しない。 

 

 （寄宿料の日割計算の特例） 

第１４条 学群学則及び大学院学則別表第１（寄宿料）の備考２で規定する短期留学・ショート

ステイ用宿舎以外の寄宿料について、次のいずれかに該当するときは、日割計算は行わないも

のとする。 

 (1) ４月１日入学者が新入生一斉入居日に入居したとき 

 (2) ３月２６日以降に退居したとき 

 

 （光熱水料） 

第１５条 入居者（同居者を含む。以下本条、第１７条及び第１９条において同じ。）が私生活の

ために使用する電気料、ガス料、水道料等の経費（以下「光熱水料」という。）は、入居者の負

担とし、法人等の指定する日までに納入しなければならない。 

 

 （保証金） 

第１６条 臨時使用者を除くすべての入居者は、入居する日までに保証金を納入しなければなら

ない。 

 

 （施設の保全等） 

第１７条 入居者又は臨時使用者は、居室、共用施設その他の施設及び設備を正常な状態で使用

することに意を用い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 居室に入居者又は臨時使用者以外の者を宿泊させないこと。 

 (2) 居室を目的外に使用し、又は使用させないこと。 

 (3) 故意又は過失により、学生宿舎の施設及び設備を滅失し、毀損し、又は汚損したときは、

その原状回復に必要な経費を弁償すること。 

 (4) 防火管理、保健衛生管理、災害防止その他学生宿舎の管理運営上必要とする指示等に従い、

かつ、積極的に協力すること。 

 

 （退居） 

第１８条 学生宿舎から退居しようとする者は、事前に学長に申し出て、承認を受け、法人等の

指示に従い退居しなければならない。 

２ 臨時使用者は、当該使用許可の期間が満了したときは、速やかに学生宿舎を退居しなければ

ならない。 

３ 入居者又は臨時使用者の退居後、居室は、専門業者による清掃を実施するものとする。 

４ 入居者又は臨時使用者は、前項の清掃に必要な費用を負担するものとする。 

 

区   分 使用料（１泊） 

 単身用個室（未改修棟） １，１７７円 

 単身用個室(改修棟) １，３１１円   



 （退居命令） 

第１９条 入居者又は臨時使用者で、次の各号のいずれかに該当するものについては、学長が退

居を命ずることができる。 

 (1) 入居又は使用の許可期間が終了してもなお居住又は使用するとき。 

 (2) 寄宿料、使用料及び光熱水料を理由なく滞納し、３月以上に及ぶとき。 

 (3) 第１７条の規定に違反したとき。 

 (4) 学生宿舎入居願又は学生宿舎臨時使用願に虚偽の記載があったとき。 

 (5) 入居許可の条件に違反したとき。 

 (6) その他学生宿舎の管理運営上支障をきたす行為のあったとき。 

 

 （入居の資格を失った場合の退居） 

第２０条 入居者及びその家族は、第５条に規定する入居の資格を失った場合は、直ちに学生宿

舎から退居しなければならない。 

 

 （宿舎の閉鎖） 

第２１条 学長は、必要があると認めたときは、学生宿舎を閉鎖することができる。 

 

 （法人細則への委任） 

第２２条 この法人規程に定めるもののほか、学生宿舎の管理及び運営に関し、必要な事項は、

法人細則で定める。 

 

   附 則 

 この法人規程は、平成１６年５月２７日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平２１．２．２法人規程１号） 

 この法人規程は、平成２１年２月２日から施行する。 

 

   附 則（平２４．８．１法人規程５０号） 

 この法人規程は、平成２４年８月１日から施行する。 

 

   附 則（平２６．４．２３法人規程５５号） 

 この法人規程は、平成２６年４月２３日から施行し、この法人規程による改正後の国立大学法

人筑波大学学生居住施設規程の規定は、平同年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平２９．３．３１法人規程２９号） 

 この法人規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２９．６．２２法人規程４２号） 

 この法人規程は、平成２９年９月１日から施行する。 

 


